
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

品目 輸出額 主な輸出先（上位国・地域） 

牛 肉 ３億3,704 万円 アメリカ、シンガポール、EU 

花 き １億  814 万円 ＥＵ、中国、アメリカ 

なし 4,278 万円 タイ、香港、インドネシア 

コ メ 2,513 万円 アメリカ、香港、シンガポール 

いちご 2,480 万円 マレーシア、香港、シンガポール 

栃木県の農産物輸出の現状 

令和４年度の栃木県における農産物の輸出額は、

５億5,982万円で過去最高となっています。 
 

留意点 
農産物輸出に関する輸出先国・地域ごとの規制等により、日本国内の基準を満たしていても輸出先国・地域で満たせ
ずに輸入が認められない場合があります。 

■原発事故関連 

・輸入停止措置地域・品目の確認 

・放射性物質検査の証明書等の添付 

■衛生関係（タイ向け） 

・青果物の選果梱包施設がタイの衛生基準に適合する証明

書の添付 

■植物検疫関係 

・植物防疫所における植物防疫法に基づく輸出検査の必要性 

■残留農薬関連 

・輸出先国、地域が定める基準の確認と適切な農薬使用 

■添加物、食品表示 

・輸出先国・地域の法規や規格及び規制の確認 

■コメ 

・地方農政局へ食糧法に基づく輸出数量の届出 

 

生産者のみなさまへ 

農産物の輸出に取り組んでみませんか! 

メリット  
■農産物の販路拡大 
今後の人口減少による国内需要の縮小を踏まえ、海外市場をターゲットと 

することで、新たな販路確保につながります。 

■国内価格の安定化 
国内市場で売り方が難しい規格商品の販路確保や、豊作時に国内流通の調整が図られることで、 

農家の収益安定につながります。 

■地域経済の活性化 
輸出に取り組む生産者と事業者との連携や、海外における認知度向上によるインバウンドへの 

波及など、地域経済へのプラスの効果が期待できます。 

■国内ブランド力向上 
輸出の取組や実績を国内市場でのプロモーション等に活用することで、ブランド力強化が図られ 

国内販売先での優位性の向上につながります。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先 

（一社）とちぎ農産物マーケティング協会 TEL 028-616-8787 

栃木県農政部経済流通課輸出促進チーム TEL 028-623-2299 

河 内 農 業 振 興 事 務 所（宇都宮市,上三川町にお住まいの方） TEL 028-626-3076 

上 都賀 農 業 振 興 事 務 所（鹿沼市,日光市にお住まいの方） TEL 0289-62-5236 

芳 賀 農 業 振 興 事 務 所（真岡市,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町にお住まいの方） TEL 0285-82-4720 

下 都 賀農 業振 興事 務所（栃木市,小山市,下野市,壬生町,野木町にお住まいの方） TEL 0282-23-3425 

塩谷南那須農業振興事務所（矢板市,さくら市,那須烏山市,塩谷町,高根沢町,那珂川町にお住まいの方） TEL 0287-43-1252 

那 須 農 業 振 興 事 務 所（大田原市,那須塩原市,那須町にお住まいの方） TEL 0287-23-2151 

安 足 農 業 振 興 事 務 所（足利市,佐野市にお住まいの方） TEL 0283-23-1455 

農産物輸出に関する主な支援内容 

１ 全般的な支援 

① 輸出促進員等による支援 （とちぎ農産物マーケティング協会）  
農産物等の輸出ノウハウを持つ担当者が輸出に係る商談や販促活動を支援 

② テストマーケティング （とちぎ農産物マーケティング協会）  
試験的に輸出し、海外バイヤー、現地消費者等の評価を調査 

③ 輸出産地トータル支援事業 （県補助）  
「マーケットイン型の輸出の取組」及び「産地の輸出課題を解決するための取組」を支援 

対象者：農業団体等 

補助対象経費：国内・海外旅費、使用料、印刷製本費、委託料、報償費、広告宣伝費、輸送費等 

補助率：1/2 以内 

④ 新たな輸出チャレンジ支援事業 （県補助）  
海外の新たな需要に対応するための集出荷施設等の機能強化等の整備及び規制対応や、 

販路開拓等を一体的に行う取組を支援 

対象者：農業団体等 

補助対象経費：輸出に必要な施設の機能強化及び改修、国内・海外旅費、使用料等 

補助率：1/2 以内 

２ 品目ごとの支援 

① いちご輸出流通モデルの確立事業 （県補助）  
いちごのコールドチェーン構築や鮮度を保持するための先進技術等の導入に係る費用の補助 

対象者：農業団体等 

補助対象経費：消耗品費、委託料、役務費、労務費等 

補助率：1/2 以内 

② いちご・梨等の輸出規制対応支援事業 （県補助）  
いちごや梨等について、輸出先の検疫条件等の輸入規制に対応するための経費の補助 

対象者：農業団体等 

補助対象経費：研修参加費、使用料、賃借料、輸送費、消耗品費等 

補助率：1/2 以内 

③ コメ輸出拡大支援事業 （県補助）  
コメ、コメ加工品の海外テストマーケティングに係る費用の補助 

対象者：農業団体等 

補助対象経費：国内・海外旅費、輸送費、出展料等 

補助率：1/2 以内 
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詳しい内容は下記まで 

お問い合わせください。 


